
平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
提
出

質

問

第

九

七

号

自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
し
国
に
よ
る
都
道
府
県
へ
の
指
導
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

青

山

大

人
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自
動
車
運
転
代
行
業
に
関
し
国
に
よ
る
都
道
府
県
へ
の
指
導
に
関
す
る
質
問
主
意
書

自
動
車
運
転
代
行
業
は
、
飲
酒
者
等
に
代
行
し
て
自
動
車
を
運
転
す
る
役
務
を
提
供
す
る
業
と
し
て
、
飲
酒
運
転
や
そ
れ
に

起
因
す
る
交
通
事
故
の
減
少
に
一
定
の
寄
与
を
果
た
し
て
き
た
。
一
方
で
、
開
業
要
件
が
比
較
的
容
易
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
新

規
参
入
事
業
者
増
加
に
よ
る
価
格
競
争
の
激
化
、
損
害
保
険
の
未
加
入
等
の
問
題
が
あ
り
、
業
務
の
適
正
な
運
営
が
課
題
と
さ

れ
て
い
る
。

平
成
十
三
年
に
自
動
車
運
転
代
行
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、
代
行
業
者
数
は
、
こ
こ
数
年
ほ
ど
は

落
ち
着
き
を
見
せ
て
い
る
も
の
の
、
全
国
的
に
増
加
の
一
途
を
た
ど
っ
て
き
た
。
そ
の
間
、
業
界
団
体
は
、
悪
質
業
者
を
駆
逐

し
業
務
運
営
適
正
化
を
図
る
べ
く
自
助
努
力
を
続
け
る
と
と
も
に
、
条
例
に
よ
る
適
正
料
金
の
設
定
、
夜
間
運
転
に
携
わ
る
労

働
者
の
過
酷
労
働
や
ス
ピ
ー
ド
違
反
を
防
止
す
る
に
充
分
な
最
低
保
有
車
両
台
数
基
準
の
設
定
、
夜
間
交
通
事
故
防
止
の
た
め

の
見
や
す
い
行
灯
設
置
の
義
務
化
等
を
要
望
し
て
い
る
も
の
の
、
実
現
さ
れ
て
お
ら
ず
、
業
務
運
営
適
正
化
の
実
現
に
は
い
ま

だ
困
難
を
伴
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
茨
城
県
で
は
つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
が
平
成
十
七
年
に
開
業
し
、
沿
線
駅
の
飲
食
街
が
活
性
化
し
た
こ
と
に
伴

い
、
平
成
十
七
年
に
は
二
四
八
業
者
だ
っ
た
と
こ
ろ
、
ピ
ー
ク
時
の
平
成
二
十
七
年
に
は
三
九
三
業
者
に
増
加
し
た
（
同
様
に

一



つ
く
ば
エ
ク
ス
プ
レ
ス
が
通
る
千
葉
県
で
は
平
成
十
七
年
に
一
三
六
業
者
、
同
二
十
七
年
に
は
三
一
三
業
者
と
十
年
間
で
優
に

二
倍
を
超
え
た
）
。
平
成
二
十
九
年
末
時
点
に
お
い
て
も
茨
城
県
で
は
三
六
七
業
者
（
全
国
第
三
位
）
が
存
在
し
て
お
り
、
業

者
数
の
急
増
の
た
め
、
価
格
競
争
の
激
化
、
損
害
保
険
未
加
入
に
加
え
、
白
タ
ク
行
為
、
事
故
多
発
等
が
問
題
と
な
っ
て
い

る
。こ

の
よ
う
な
中
、
平
成
二
十
八
年
三
月
二
十
二
日
に
は
業
界
団
体
と
の
意
見
交
換
も
踏
ま
え
て
国
土
交
通
省
に
よ
り
利
用
者

保
護
対
策
が
決
定
、
業
界
団
体
へ
通
知
さ
れ
た
。

も
っ
と
も
、
利
用
者
保
護
対
策
の
内
容
は
業
界
団
体
の
自
助
努
力
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
こ
の
通
知
を
受

け
、
平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日
に
公
益
社
団
法
人
全
国
運
転
代
行
協
会
で
は
法
令
違
反
事
業
者
を
国
土
交
通
省
へ
報
告
す

る
通
報
制
度
を
全
国
展
開
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
れ
に
先
駆
け
、
代
行
業
者
数
が
全
国
第
三
位
と
多
い
茨
城
県
で
は
、
モ
デ

ル
ケ
ー
ス
と
し
て
、
同
協
会
茨
城
県
支
部
及
び
茨
城
県
運
転
代
行
協
会
と
県
警
と
が
連
携
し
、
平
成
二
十
九
年
一
月
と
三
月
に

通
報
制
度
ト
ラ
イ
ア
ル
す
な
わ
ち
街
頭
で
の
代
行
業
者
抜
き
打
ち
チ
ェ
ッ
ク
を
行
っ
て
い
る
。

一
方
、
平
成
二
十
七
年
度
に
は
国
か
ら
都
道
府
県
に
対
し
、
代
行
業
者
に
関
す
る
国
の
事
務
の
一
部
が
権
限
移
譲
さ
れ
、
ま

た
、
平
成
三
十
年
末
ま
で
に
は
国
土
交
通
省
か
ら
都
道
府
県
に
対
し
、
最
低
料
金
の
条
例
化
を
明
確
化
す
る
通
知
を
発
出
予
定

二



と
の
こ
と
で
あ
る
。
同
協
会
各
県
支
部
等
に
お
い
て
は
、
権
限
移
譲
を
き
っ
か
け
に
こ
れ
ま
で
の
業
務
運
営
適
正
化
へ
の
取
組

み
が
後
退
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
そ
し
て
条
例
制
定
を
検
討
す
る
よ
う
、
都
道
府
県
へ
働
き
か
け
を
行
う
状
況
に
あ
る
（
例

え
ば
、
同
協
会
茨
城
県
支
部
及
び
茨
城
県
運
転
代
行
協
会
で
は
平
成
二
十
九
年
七
月
十
三
日
に
茨
城
県
知
事
へ
申
入
れ
を
行
っ

た
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
都
道
府
県
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
業
界
団
体
が
取
り
組
ん
で
き
た
課
題
に
つ
い
て
の
問
題
意
識
が
十

分
に
共
有
さ
れ
て
い
る
か
懸
念
が
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
後
業
界
団
体
が
、
従
来
の
国
へ
の
働
き
か
け
や
連
携
の
他
に
、
都
道
府
県
へ
の
働
き
か
け
を
も
新
た
に
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
す
れ
ば
、
業
界
の
高
齢
化
や
、
夜
間
に
集
中
す
る
業
務
の
合
間
を
縫
っ
て
の
取
組
み
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
負
担

は
大
き
い
。

そ
こ
で
、
以
下
質
問
す
る
。

一

都
道
府
県
へ
の
権
限
移
譲
に
あ
た
り
、
こ
れ
を
機
に
自
動
車
運
転
代
行
業
界
団
体
に
よ
る
業
務
運
営
適
正
化
へ
の
こ
れ
ま

で
の
努
力
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
ま
た
、
都
道
府
県
に
よ
っ
て
サ
ー
ビ
ス
の
質
の
ば
ら
つ
き
が
生
じ
な
い
よ
う
、

今
後
、
国
に
よ
る
都
道
府
県
へ
の
指
導
徹
底
が
必
要
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

前
項
及
び
最
低
料
金
の
条
例
可
能
化
の
動
き
に
関
し
、
労
働
者
保
護
及
び
利
用
者
保
護
の
観
点
か
ら
、
特
に
最
低
料
金
の

三



設
定
、
最
低
保
有
車
両
台
数
基
準
の
設
定
、
行
灯
設
置
の
義
務
化
を
条
例
で
規
定
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
の
策
定
等
国
に
よ
る
都
道
府
県
の
条
例
制
定
へ
の
支
援
・
助
言
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

右
質
問
す
る
。

四


